
-86- 
 

坂 出 市 

綾 川 町 

三 木 町 

さ ぬ き 市 

２. 中心市街地の位置及び区域 

[１] 位置 
 本市では、中央通り沿いを中心に行政、業務、文化など多様な都市機能が集積しているととも

に、中央通りの東側には、丸亀町、南新町、兵庫町、片原町西部、片原町東部、常磐町、田町、ラ

イオン通りの８つの商店街で形成される長さ 2.7 ㎞にも及ぶアーケードは全国有数の商業機能を

有しています。 
また、ＪＲ高松駅は平成 29 年度における乗降客数が、四国では最多の約 26,000 人を数えてい

るほか、平成元年に開港した高松空港からのリムジンバスや、首都圏、京阪神など大都市圏を結

ぶ高速バスなどの拠点駅として広域的な交通結節機能を有しています。 
中央通りを中心とした市街地は、高次都市機能が集積し、県都として香川県内の行政、経済の

中心地であるとともに、四国地方の中枢行政都市として拠点的な役割を担っていることから、こ

の地区を中心市街地とします。 
 
■高松市中心市街地の位置 

 
 
  



-87- 
 

[２] 区域 
 本市は、平成 30 年３月に策定した立地適正化計画において、高松市役所を中心とした半径２㎞

の圏内を広域都市機能誘導区域と定め、環瀬戸内海圏の中核都市にふさわしい広域的な拠点性の

強化と都市の魅力の向上に向け、都市機能の集積を図るとともに、他の拠点との公共交通による

連携を高めることで、目指す将来都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現を目指

しています。 
 行政、業務、商業、医療、福祉など様々な高次都市機能は、高松港から中央通り沿いを中心に

栗林公園に至る区域に集積しており、市民生活や来街者に対する都市サービスを提供しています。 
 中心市街地は、立地適正化計画に定める広域都市機能誘導区域内で、交通結節機能を担うサン

ポート高松とことでん瓦町駅を含み、高松港から中央通り沿いに集積する高次（広域）都市サー

ビス機能を有する施設を包括する区域を中心市街地として設定します。 
  
■中心市街地の区域図 

 
 
 
 
 
 
  

中心市街地活性化基本計画区域（約 250ha） 
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[３] 中心市街地の要件に適合していることの説明 
 第１号要件 

当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存

在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること 

 
本市の中心市街地は、全国有数の中央商店街として小売商業者が集積するとともに、四国を代

表する行政都市であり、香川県の県都として行政だけでなく、業務、医療、福祉などの高次の

都市機能が集積しており、高松市の中心的な役割を果たしているため、第１号要件に適合して

います。 

 
① 小売商業者の集積 

   本市の小売店舗数は、全体の約 32.3％が中心市街地に集積し、従業者数においても 23.6％

と高い割合となっており、中心市街地に相当数の小売商業者が集積しています。 
 

 中心市街地（A） 高松市全体（B） 対市割合（A／B） 

小売店舗数 859 2,661 32.3％ 

従業者数 5,115 21,719 23.6％ 

   （資料：平成 26年経済センサス） 

② 事業所・従業者数の集積 

   本市の事業所は、全体の約 23.3％が中心市街地に集積し、従業者数においても 23.1％と多

くの人が中心市街地で就業しています。 
 

 中心市街地（A） 高松市全体（B） 対市割合（A／B） 

事業所 5,373 23,059 23.3％ 

従業者数 51,071 221,376 23.1％ 

   （資料：平成 26年経済センサス基礎調査） 

③ 都市機能の集積 

   中心市街地には、公共施設、病院、学校、福祉施設、子育て施設など都市機能が集積して

います。 
公共施設は、中央銀行、法務局など様々な国の出先機関や、市役所などの主要な行政機関

が立地しているほか、香川県庁が近接しています。 
医療施設は、高松赤十字病院など大規模な総合病院が近接するほか、私設の病院が数多く

立地しています。 
   教育施設は、中心市街地に近接して小・中学校、高等学校、香川大学が立地しているほか、

専門学校が数多く立地しています。 
   その他、地域包括支援センターやデイサービスセンター、介護付きマンションなど様々な

福祉系の施設や、保育所、幼稚園などに加え、ＮＰＯ法人が運営する子育て支援施設なども

立地しています。 
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 第２号要件 
当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力

の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること 

 
本市の中心市街地は、急速な少子高齢化の進行に伴い、自然動態による人口減少が進み、空き

家が増加しつつあるなど都市活動が停滞傾向にあり、小売店舗数や従業員数の減少による土地

需要の活性化が図られず、地価が低調であるなど経済活力の維持にも支障が生じるおそれがあ

ることから、第２号要件に適合しています。 

 
① 中心市街地の人口動向 

   人口減少及び少子高齢化が進展する中で、中心市街地の人口は、５年間で自然動態（出生

数と死者数）が 837 人の減少となり、また、社会動態は、市外への転出・転入数も 841 人の

減少となっていますが、市内間の転居者数が 1,727 人となったことで、社会動態は 886 人の

増加となり、自然動態の減少を補う状況となっています。今後もこうした状況が継続するも

のと想定されます。 
   これまでの中心市街地活性化基本計画に基づく様々な事業により、市内から中心市街地へ

の転入（市内間の転居者数）が増加していることで、中心市街地の人口は横ばい状態を保つ

ことができています。 
 
■中心市街地の人口動向 

 2014年 

（H26） 

2015年 

（H27） 

2016年 

（H28） 

2017年 

（H29） 

2018年 

（H30） 
合計 

中心市街地人口 20,490  20,506  20,529  20,521  20,573   

社会動態 90 185 171 187 253 886 

 市外への転出・転入数 △106  △95  △135  △172  △333  △841 

市内間の転居者数 196 280 306 359 586 1,727 

自然動態 △124  △169  △148  △195  △201  △837 

 出生数 129  101  119  97  98  544 

死亡数 △253  △270  △267  △292  △299 △1,381 

社会＋自然動態 △34  16  23 △8 52 49 

（資料：高松市住民基本台帳各年４月１日） 

② 小売商業の店舗数・従業者数の動向 

   中心市街地の小売商業は、平成 9 年から店舗数、従業者数ともに減少傾向が続いており、

26 年には、９年と比べて店舗数で約 37％の減少、従業者数で約 29％と大幅な減少となって

います。 
■小売店舗数・従業員数の推移 

 1997年 

（H9） 

1999年 

（H11） 

2002年 

（H14） 

2004年 

（H16） 

2007年 

（H19） 

2014年 

（H26） 

2014(H26) 

/1997(H9) 

店舗数 1,357 1,268 1,163 1,069 975 859 36.7％減 

従業者数 7,196 7,225 6,236 5,696 5,131 5,115 28.9％減 

（資料：商業統計調査、経済センサス） 
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③ 経済活力を表す地価の動向 

   中心市街地の地価は、平成 21年から 27年まで下落傾向が続いていましたが、28年以降に

横ばいから上昇に転じるなど回復傾向にありますが、30 年の地価は、21 年と比べると 20～

30％程度下落しています。 
 
■地価の推移 （千円/㎡） 

 

2009

年 

(H21) 

2010

年 

(H22) 

2011

年 

(H23) 

2012

年 

(H24) 

2013

年 

(H25) 

2014

年 

(H26) 

2015

年 

(H27) 

2016

年 

(H28) 

2017

年 

(H29) 

2018

年 

(H30) 

変化率 

2018/ 

2009 

高松 5-1 558.0 520.0 474.0 435.0 400.8 390.0 382.0 382.0 392.0 408.0 73.1% 

高松 5-2 148.0 140.0 133.0 127.0 123.0 120.0 119.0 119.0 119.0 120.0 81.1% 

高松 5-4 298.0 287.0 269.0 254.0 243.0 239.0 239.0 239.0 239.0 241.0 80.9% 

高松 5-6 148.0 144.0 140.0 137.0 134.0 132.0 132.0 132.0 132.0 133.0 89.9% 

高松 5-7 323.0 307.0 290.0 276.0 267.0 259.0 256.0 256.0 256.0 258.0 79.9% 

高松 5-8 224.0 217.0 209.0 201.0 195.0 190.0 188.0 188.0 189.0 190.0 84.8% 

高松 5-15 203.0 193.0 183.0 174.0 165.0 157.0 153.0 153.0 153.0 154.0 75.9% 

高松 5-16 - 146.0 139.0 133.0 128.0 124.0 122.0 122.0 122.0 122.0 - 

高松 5-18 185.0 181.0 173.0 165.0 158.0 154.0 152.0 152.0 152.0 154.0 83.2% 

高松 5-19 281.0 260.0 237.0 224.0 213.0 204.0 199.0 199.0 199.0 200.0 71.2% 

高松-14 - - 151.0 144.0 141.0 139.0 139.0 140.0 142.0 147.0 - 

（資料：国土交通省地価公示） 
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 第３号要件 
当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進すること

が、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認

められること 

 
本市の第６次高松市総合計画の目指すべき都市像を実現していくためには、都市計画マスター

プランの広域交流拠点や立地適正化計画の広域都市機能誘導区域における中心市街地の活性

化を進めていくことが必須となります。これらの上位・関連計画の推進と中心市街地の活性化

は、本市の発展に寄与するだけでなく、生活圏を一体とする周辺地域の発展にも有効かつ適切

であり、第３号要件に適合しています。 

 
① 第６次高松市総合計画 

第６次高松市総合計画は、「活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松」を目指すべき

都市像と定め、その実現を図るため「環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち」を６

つのまちづくりの目標のひとつとして、「拠点性を発揮できる都市機能の充実」においてウォ

ーターフロントの魅力を活かしながら、サンポート高松など中心市街地の機能強化を図ると

ともに、魅力ある商業・業務空間の形成や街なか居住を促進し、人々の回遊性を高めるなど、

中心市街地の活性化に努めることとしています。 
 
② 高松市都市計画マスタープラン 

高松市都市計画マスタープランは、集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制によ

るコンパクトな都市構造、及び人と環境にやさしい公共交通を基軸とした環境配慮型交通シ

ステムを併せ持つ持続可能な環境共生都市「多核連携・集約型環境配慮都市（多核連携型コ

ンパクト・エコシティ）」の実現に取り組むこととしています。 
中心市街地は、商業・業務機能の拡充、にぎわい空間の創出、街なか居住の推進及び交通

機能の強化などにより、高次・複合型の都市機能の集積・更新を図り、四国の拠点都市とし

ての中核を担う「広域交流拠点」と位置づけており、市域及び周辺の地域の発展に有効性が

あります。 
 
③ 高松市立地適正化計画 

高松市立地適正化計画は、まちづくりの理念として、「コンパクト・プラス・ネットワーク

で繋がる ひと 地域 未来」を掲げ、30年、50年後においても、活力を失わず、市民がい

きいきと暮らせるよう、集約拠点への都市機能の集積と居住の誘導を図り、公共交通で拠点

間等の移動を円滑にするコンパクトで持続可能なまちづくりを進めていくとしています。 
中心市街地は、高松市役所を中心に半径２㎞に設定した広域都市機能誘導区域に含まれて

おり、広域的な拠点性の強化と都市の魅力の向上に向け、都市機能の集積を図る区域として

位置づけ、将来に渡って市域及び周辺の地域に都市サービスの提供を一体的に推進すること

が、市域及び周辺地域の発展にとって適切であります。 
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